
大館市社会福祉協議会指定居宅介護、重度訪問介護及び 

同行援護サービス 重要事項説明書 

 

１．事業の目的と運営方針 

指定障害福祉サービス事業の指定居宅介護、指定重度訪問介護及び指定同行援護（以下「居宅介

護等」という。）の適正な運営を確保し、必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、円滑な運営

管理を図るとともに利用者の立場に立ち意思及び人格を尊重し、目標を設定して計画的にサービス

を提供します。 

   また、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスと連携を図り、総合的なサービスの提供に

努めます。 

２．事業者の内容 

(1) 事業所の概要・提供できるサービスの地域 

事業所名 大館市社会福祉協議会指定居宅介護事業所 

指定番号 ０５１０４０１４６６ 

所在地 大館市池内字大出１３５番地 

管理者の氏名 岩 谷 美 香 子 

電話番号 ０１８６－４２－８１０２ 

ＦＡＸ番号 ０１８６－４５－４０５５ 

サービスを提供する地域  大館市 

(2) 事業所の従業者体制 

職  種 職務の内容 常 勤 非常勤 合計 

管理者 業務の一元的な管理 １名（兼務）   １名 

サービス提供責任者 サービスの調整 ６名以上（兼務）  ６名以上 

事務員 事務全般 １名以上（兼務）  １名以上 

訪問介護員等 訪問介護の提供 １２名以上（兼務） 11 名以上 23名以上 

〔職務内容〕 

 ①管理者 ・事業所の職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、事業所の従事者に対し

法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行います。 

 ②サービス提供責任者 

      ・利用者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサービスの内容

等を記載した居宅介護計画、重度訪問介護計画及び同行援護計画（以下「居宅介

護計画等」という。）を作成し、利用者等及びその家族に内容を説明し、計画書を

交付します。 

      ・居宅介護計画等の実施状況の把握を行い、必要に応じて変更を行います。 

      ・利用者の申込みに係る調整や従業者に対する技術指導を行います。 

 ③従業者 ・居宅介護計画等に基づきサービスを提供します。 

      ・サービス提供後、サービスの提供日、内容、利用者の心身の状況等について、 

              サービス提供責任者に報告を行います。 

 



（３） 訪問時間 

訪 問 日 訪 問 時 間 

平日、土日、祝日 ６時００分～２２時００分 

  ※６時００分～８時００分、１８時００分～２２時００分の利用は時間外となります。 

緊急時可能時間は６時００分～２２時００分となります。 

 

３．サービスの主たる対象者について 

居宅介護 
身体障害者・知的障害者・精神障害者 

障害児（身体に障害がある児童・知的障害のある児童） 

重度訪問介護 身体障害者・障害児（身体に障害のある児童のみ） 

同行援護 
視覚障害を有する身体障害者・視覚障害を有する障害児（身体に障害のあ

る児童のみ） 

 

４．サービスの内容 

サービス区分と種類 サ ー ビ ス の 内 容 

居宅介護計画等の

作成 

利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応

じて具体的なサービス内容を定めた居宅介護計画等を作成し・必要に応

じて見直しを行います。 

身
体
介
護 

食事介助 食事の介助を行います。 

排せつ介助 排せつの介助、おむつ交換を行います。 

入浴介助・清拭 衣服着脱、入浴の介助や清拭（身体を拭く）、洗髪などを行います。 

その他 
褥瘡（床ずれ）防止等のために体位変換や洗顔、歯磨き等の日常生活

を営むために必要な身体介護を行います。 

家
事
援
助 

調理 利用者の食事の用意を行います。 

洗濯 利用者の衣類等の洗濯を行います。 

掃除 利用者の居室の掃除や整理整頓を行います。 

その他 
利用者の日常生活に必要な物品の買い物を行います。 

預貯金の引き出し、預け入れは行いません。 

通院等介助 

通院等又は官公署並びに相談支援事業所への移動(公的手続き又は障

害福祉サービスの利用に係る相談のために利用する場合に限る)のため

の屋内外における移動等の介助又は通院先での受診等の手続き、移動等

の介助を行います。 

重度訪問介護 

重度の肢体不自由者で常時介護を必要とする方に、居宅において入

浴・排せつ・食事等の介護サービスや調理・洗濯・掃除等の家事援助、

その他の生活全般にわたる見守り等の支援を行います。 

同行援護 

・移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援（代筆、

代読を含む）を行います。 

・移動時及びそれに伴う外出先において必要な移動の援護を行います。 

・排泄・食事等の介護その他外出する際に必要となる援助を行います。 

その他生活等に関する相談や助言をいたします。 



 

５．従業者の禁止行為 

   従業者はサービスの提供にあたって次の行為は行いません。 

①医療行為 

②利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類、利用者宅の鍵などの預かり 

③利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受 

④利用者の同居家族に対するサービス 

利用者の居室以外の部屋、庭等の敷地の掃除、草刈り、植物の水やり等。 

⑤利用者の日常生活の範囲を超えたサービス（大掃除、庭掃除など） 

⑥利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食 

⑦身体拘束その他利用者の行動を制限する行為 

    (利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむ得ない場合を除く) 

⑧利用者又は家族に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動、その他の迷惑行為 

 

６．利用料金 

  厚生労働大臣が定める基準によるものであり、当該居宅介護が法定代理受領サービスであるとき 

 は、障害者総合支援法による告示上の額として設定します。なお、当事業所は特定事業所加算として

基本料金のサービス利用料金に１０％、特別地域加算として基本料金の-サービス利用料金に１５％加

算となっています。また、初回加算と緊急時対応加算、福祉・介護職員等処遇改善加算 （居宅介護

３４．７％、重度訪問介護２７．３％、同行援護３４．７％）がサービス料金に加算されます。 

  

 

(１) 基本料金 

サービスの種類時間等 サービス利用料金 利用者負担金額 

身
体
介
護 

30分未満 ２，５６０円 ２５６円 

30分以上１時間未満 ４，０４０円 ４０４円 

１時間以上１時間 30分未満 ５，８７０円 ５８７円 

１時間 30分以上２時間未満 ６，６９０円 ６６９円 

２時間以上２時間 30分未満 ７，５４０円 ７５４円 

２時間 30分以上３時間未満 ８，３７０円 ８３７円 

３時間を超える場合 9,210円に 30分増す 

ごとに 830円を加算 

921円に 30分増す 

ごとに 83円を加算 

 

30分未満 ２，５６０円 ２５６円 

30分以上１時間未満 ４，０４０円 ４０４円 

１時間以上１時間 30分未満 ５，８７０円 ５８７円 

１時間 30分以上２時間未満 ６，６９０円 ６６９円 

２時間以上２時間 30分未満 ７，５４０円 ７５４円 

２時間 30分以上３時間未満 ８，３７０円 ８３７円 

３時間を超える場合 9,210円に 30分増す 

ごとに 830円を加算 

921円に 30分増す 

ごとに 83円を加算 

通
院
等
介
助 

 
 

（
身
体
介
護
を
伴
う
場
合
） 



 
 

家 
 

事  

援 
 

助  

30分未満 １，０６０円 １０６円 

30分以上 45分未満 １，５３０円 １５３円 

45分以上１時間未満 １，９７０円 １９７円 

１時間以上１時間 15分未満 ２，３９０円 ２３９円 

１時間 15分以上１時間 30分未満 ２，７５０円 ２７５円 

１時間 30分を超える場合 3,110円に 15分増す 

ごとに 350円を加算 

311円に 15分増す 

ごとに 35円づつ加算 

 
 

通
院
等
介
助 

（
身
体
介
護
を
伴
わ
な
い
場
合
） 

30分未満 １，０６０円 １０６円 

30分以上１時間未満 １，９７０円 １９７円 

１時間以上１時間 30分未満 ２，７５０円 ２７５円 

１時間 30分を超える場合 3,450円に 30分増す 

ごとに 690円を加算 

345円に 30分増す 

ごとに 69円を加算 

 
 
 
 
 

重 

度 

訪 

問 

介 

護       

１時間未満 １，８６０円 １８６円 

１時間以上１時間 30分未満 ２，７７０円 ２７７円 

１時間 30分以上２時間未満 ３，６９０円 ３６９円 

２時間以上２時間 30分未満 ４，６１０円 ４６１円 

２時間 30分以上３時間未満 ５，５３０円 ５５３円 

３時間以上３時間 30分未満 ６，４４０円 ６４４円 

３時間 30分以上４時間未満 ７，３６０円 ７３６円 

 ４時間以上８時間未満の場合  8,210円に30分増す 

ごとに 850円を加算     

821円に 30分増す 

ごとに 85円を加算    

 ８時間以上１２時間未満 15,050円に30分増す 

ごとに 850円を加算   

1,505円に 30分増す 

ごとに 85円を加算   

12時間以上 16時間未満 

 

21,840円に30分増す 

ごとに 810円を加算   

2,184円に 30分増す 

ごとに 81円を加算  

16時間以上 20時間未満 

 

28,340円に30分増す 

ごとに 860円を加算 

2,834円に 30分増す 

ごとに 86円を加算  

16時間以上 20時間未満 

 

35,200円に30分増す 

ごとに 800円を加算 

3,520円に 30分増す 

ごとに 80円を加算 

 

同 

行 

援 

護 

 
  

30分未満 １，９１０円 １９１円 

30分以上１時間未満 ３，０２０円 ３０２円 

１時間以上１時間 30分未満 ４，３６０円 ４３６円 

１時間 30分以上２時間未満 ５，０１０円 ５０１円 

２時間以上２時間 30分未満 ５，６６０円 ５６６円 

２時間 30分以上３時間未満 ６，３２０円 ６３２円 

３時間を超える場合 6,970円に 30分増す 

ごとに６６０円を加算 

697円に 30分増す 

ごとに 66円を加算 

◆新規に居宅介護計画等を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回の居宅介護等を行

った場合、または従業者に同行した場合に加算されます。 



内 容 利用料 利用者負担額  

初回加算 2,000円 200円 一月あたり 

 

◆居宅介護計画等に位置付けられていない居宅介護を利用者又はその家族等からの要請を受けてか

ら 24時間以内に行った場合に加算されます。 

内 容 利用料 利用者負担額  

緊急時対応加算 1,000円 100円 
1回につき 

(一月 2 回まで) 

 

◆サービス提供の時間帯により料金が加算されます。 

提供時間帯名 早 朝 夜 間 

時 間 帯 午前 6時～午前 8時 午後 6時～午後 10時 

加算割引 25％増し 25％増し 

※ サービス提供時間数は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、居宅介護計画等に位置づけ

た時間数によるものとします。なお、計画時間数と実際にサービス提供に要した時間が大幅に異

なる場合は、居宅介護計画等の見直しを行います。 

※ やむを得ない事情で、かつ利用者の同意のもと、従業者２人で訪問した場合の費用は２人分とな

り、利用者負担額も２倍になります。 

□ その他の費用 

    交通費は通常の事業の実施地域を越えた地点から、片道３０km 以上の場合 

１０km につき  １００円 

 

７．利用料の請求および支払い方法について 

  利用者負担額及びその他の費用について、サービスを利用した月の翌月 15日までに請求します

ので、請求月の末日までに、下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。 

  (ア)現金支払い(集金に伺います) 

  (イ)事業所指定口座への振り込み 

 

８．サービスの提供にあたっての留意事項 

 （１）市町村の支給決定内容等の確認 

   サービスの提供に先立って、受給者証に記載された支給量・支給内容・利用者負担上限額を確

認させていただきます。受給者証の住所、支給量などに変更があった場合は速やかに事業者に

お知らせください。 

（２）居宅介護計画等の変更等 

居宅介護計画等は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更するこ

とができます。 

   また、サービス利用の変更・追加は、従業者の稼働状況により利用者が希望する時間にサー

ビスの提供ができないことがあります。その場合は、他の利用可能日時を利用者に提示する等

必要な調整をいたします。 

 



 

９．虐待の防止について 

  事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、下記の対策を講じます。 

  (1)虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者   管理者  岩 谷 美 香 子 

   (2)成年後見制度の利用を支援します。 

   (3)苦情解決体制を整備しています。 

   (4)従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修を実施します。 

 

１０．秘密の保持と個人情報の保護について 

事業者及び従業者は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理

由もなく、第三者に漏らしません。 

事業所は、従業者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でな

くなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者と雇用契約の内容とします。 

 

１１．緊急時の応対方法について 

サービス提供中に利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師

への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。 

 

１２．事故発生時の対応 

   サービス提供により事故が発生した場合には、ご家族、市町村、障害福祉係、関係医療機関など  

への連絡を行うなど必要な措置を講じ、事故の状況や事故に際してとった処置について記録し、賠

償すべき事故の場合には、損害賠償を速やかに行います。ただし、損害の発生について、ご利用者

様に故意又は過失が認められた場合には、ご利用者様の置かれた心身の状況等を斟酌して減額する

のが相当と認められた場合には、損害賠償責任を減じさせていただきます。 

 

１３．利用者の尊厳 

  利用者の人権・プライバシー保護のため業務マニュアルを作成し、従業者教育を行います。 

 

１４・虐待防止について 

 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに。従業者に

対し研修を実施する等の措置を講ずるよう努めます。 

 

１５．ハラスメント対策 

（１）事業所は職場におけるハラスメント防止に取り組み職員が働きやすい環境づくりを目指します。 



（２）利用者が事業所の職員に対して行う、暴言・暴力・嫌がらせ・誹謗中傷等の迷惑行為、セクシャ

ルハラスメントなどの行為を禁止します。 

 

１６．身体拘束に関する事項 

 （１）利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘

束を行わないものとする。 

（２）身体拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむ

を得ない理由を記録するものとする。 

 

１７．感染予防やまん延防止について 

  事業者は、感染症の発生及びまん延等に関する取り組みの徹底を図るために、委員会の開催又は参

加指針の整備、研修の実施、訓練の実施等に取り組みます。 

 

１８．業務継続計画（BCP）の策定等 

  感染症や非常災害が発生した場合において、業務を継続的に実施、再開するための計画を策定し、

必要な研修及び訓練を定期的に開催します。 

 

１９・第三者による評価の実施について 

第三者による評価の実施はありません。 

 

２０．苦情相談窓口 

 ※サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応します。 

  ご利用相談室 窓口担当者 ： 岩 谷 美 香 子 

  ご利用時間 ： 月～金曜日    ８時３０分～１７時３０分 

  ご利用方法  電 話    ０１８６－４２－８１０２ 

※下記においても、苦情申し出ができます。 

  大館市福祉部福祉課障害福祉係 担当 

     電話番号 ： ０１８６－４３－７０５２ 

     受付時間 ： ８時３０分～１７時１５分（土日、祝日を除く） 

     

２１．損害賠償について 

  事業者の責任によりご利用者様に生じた損害については、速やかにその損害を賠償します。 

 

 

 

 

 

 

 



 

令和   年  月  日 

   

指定居宅介護等サービスの開始に当たり、利用者に対して契約書及び本書面に基づいて重要事項を説

明し交付しました。 

＜事業者＞ 

所在地       大館市池内字大出１３５番地 

事業所名      大館市社会福祉協議会指定居宅介護事業所 

指定番号      ０５１０４０１４６６ 

管理者名      岩 谷 美 香 子 

説明者職氏名    サービス提供責任者                印 

 

  令和   年  月  日 

 

  私は、契約書及び本書面により、事業者から指定居宅介護等サービスについて重要事項の説明を受

け、当該サービスの提供の開始に同意しました。 

＜利用者＞ 

住 所                       

 

氏 名                    印 

  

＜利用者代理人（選任した場合）＞ 

住 所 

 

氏 名                    印 （続柄    ） 

 


